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平素よりご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

誠に申し訳ございませんが、本書の記載内容に訂正がございます。 

ご購入いただいたみなさまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、下記該当書

籍及び訂正内容をご確認のうえ、ご使用いただきますようお願い申し上げます。 

 

 該当書籍 

2020 年 税理士受験対策シリーズ 

法人税法 理論サブノート 

（2019 年 8 月 22日 第 19 版発行） 
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訂正内容 

訂正頁・行 訂正箇所 

P.40 

16行目 

① 製造等の～ 

↓ 

削除 

P.40 

17～19行目 

②の文章 

↓ 

削除 

P.41 余白ページに下記を貼り付けてご使用ください。 

 
 

 

 

〔 4〕 標準原価 (令32②)★★ 

 
自己が製造等した棚卸資産につき算定した製造等の原価の額が〔２〕の金額と異なる 

場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その 

原価の額を取得価額とみなす。 
 



 

 

 

P.52 

13行目 

① 建設等の～ 

↓ 

削除 

P.52 

14～16行目 

②の文章 

↓ 

削除 

P.53 11行目 該当箇所に下記を貼り付けてご使用ください 

  
 

 

 
 

 

〔 5〕 標準原価 (令54②)★★ 

 
自己が建設等した減価償却資産につき算定した建設等の原価の額が〔２〕の金額と異 

なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、そ

の原価の額を取得価額とみなす。 
 

P.161 該当箇所に下記を貼り付けてご使用下さい。 
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※ 参考 適格要件 

被合併法人の株主等に合併法人株式等以外の資産が交付されない合併で、次のいず

れかに該当するものをいう。 

  完全支配関係がある場合 

次のいずれかの合併。 

① 被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があ

る場合の合併。 

② 被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係があり、かつ、そ

の合併後にその同一の者と合併法人との間に同一の者による完全支配関係が継

続することが見込まれている場合の合併。 

  支配関係がある場合 

  次の①又は②のいずれかの合併で、かつ、(ｲ)及び(ﾛ)を満たすもの。 

① 被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による支配関係がある場

合の合併。 

② 被合併法人と合併法人との間に同一の者による支配関係があり、かつ、その合

併後にその同一の者と合併法人との間に同一の者による支配関係が継続するこ

とが見込まれている場合の合併。 

 (ｲ) 大部分の従業者の引継ぎ 

被合併法人の合併直前の従業者のうち、概ね 80％以上に相当する数の者が合

併法人の業務に従事することが見込まれていること。 

 (ﾛ) 主要な事業の引継ぎ 

被合併事業が合併法人において合併後に引き続き行われることが見込まれ

ていること。 

  共同事業を行う場合 

次の要件を全て満たす合併。ただし、合併直前に被合併法人と他の者との間にそ

の他の者による支配関係がない場合には⑤は要件とされない。 

 ① 大部分の従業者の引継ぎ 

被合併法人の合併直前の従業者のうち、概ね 80％以上に相当する数の者が合併

法人の業務に従事することが見込まれること。 

 ② 主要な事業の引継ぎ 

被合併事業が合併法人において合併後に引き続き行われることが見込まれてい

ること。 

  ③ 事業の相互関連 

被合併事業と合併事業とが相互に関連するものであること。 

  ④ 事業規模要件又は経営参画要件 

   (ｲ) 事業規模要件 

被合併事業及び合併事業のそれぞれの売上金額、従業者数、資本金額等の事

業規模の割合が概ね５倍を超えないこと。 

   (ﾛ) 経営参画要件 

合併前の被合併法人の特定役員のいずれかと合併法人の特定役員のいずれ

かとが合併後の特定役員になることが見込まれていること。 

  ⑤ 株式継続保有要件 

合併により交付される合併法人株式のうち支配株主に交付されるものの全部が

支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。 
 


